
旅客営業規則新旧対照表 

旧 新 

 

本則 

 

本則 

  

第 2 編 旅客営業 第 2 編 旅客営業 

第 2 章 乗車券類の発売 第 2 章 乗車券類の発売 

第 8 節 座席指定券の発売 第 8 節 座席指定券の発売 

(座席指定券の発売) 

第 58 条 (略) 

(座席指定券の発売) 

第 58 条 (略) 

(新設) 2 当社が特に定める指定列車について，

座席指定券を事前に購入しないで乗車し

た旅客に対しては，当該列車の車内で，

座席および乗車駅を指定した座席指定券

を発売する。この場合，旅客が座席を指

定することができない場合がある。 

2 (略) 3 (略) 

  

第 3 章 旅客運賃・料金 第 3 章 旅客運賃・料金 

第 8 節 座席指定料金 第 8 節 座席指定料金 

(座席指定料金) 

第 130 条 第 58 条第１項の規定によっ

て発売する座席指定券の座席指定料金

は，旅客 1 人につき次のとおりとす

る。 

（1）Wing Ticket 300 円 

（2）Wing Pass  5500 円 

(座席指定料金) 

第 130 条 第 58 条第１項の規定によって

発売する座席指定券の座席指定料金は，

旅客 1 人につき次のとおりとする。 

（1）Wing Ticket 300 円 

（2）Wing Pass  5500 円 

(新設) 2 第 58 条第２項の規定により，座席指定

券を事前に購入しないで乗車した旅客に

対し，指定列車の車内で座席指定券を発

売する場合は，旅客１人につき前項第１

号に定める料金に 200 円を加算した額と

する。 

  

第 5 章 乗車券類の様式 第 5 章 乗車券類の様式 

第 4 節 座席指定券の様式 第 4 節 座席指定券の様式 

(座席指定券の様式) 

第 214 条 座席指定券のうち， Wing T

icket の様式は，次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

(座席指定券の様式) 

第 214 条 座席指定券のうち， Wing Tic

ket の様式は，次のとおりとする。 



イ  Wing Ticket 発売機用 

 
  

 

イ  Wing Ticket 発売機用 

 
  

 
  

 

(ロは省略) (ロは省略) 

(新設) ハ 車内発売用 

 
  

 

  



(新設) ニ 車内発売常備用 

 
  

 

  

 


